
 

 

 

市条例の一部改正の概要について 

 

１ 一部改正する条例 

①八戸市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例 

 ②八戸市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例 

 ③八戸市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例 

 ④八戸市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 

 

２ 改正の理由 

  国の基準府令等の一部改正に伴い、当市においても八戸市児童福祉施設の設備及び運営に関す

る基準を定める条例等の一部改正を行うもの。 

 

３ 改正の概要 

 （１） 職員配置基準の改正（一部改正する条例：①～④） 

   各教育・保育施設等において従事する職員等の配置基準を改正する。 

 改正前 改正後 

満３歳以上満４歳未満児 おおむね 20人につき１人以上 おおむね 15人につき１人以上 

満４歳以上児 おおむね 30人につき１人以上 おおむね 25人につき１人以上 

    ※経過措置により、改正後の基準に従って職員等の配置を行った場合に、教育及び保育の

提供に支障を及ぼすおそれがあるときは、当分の間、改正前の基準により運営すること

ができる。 

（２） 母子生活支援施設の施設長が策定する自立支援計画の策定時において、年齢、発達の

状況その他の母子の事情に応じ意見聴取その他の措置を講ずる。（一部改正する条例：

①） 

（３） 「婦人相談所」を「女性相談支援センター」に改める他所要の改正を行う。（一部改正す

る条例：①） 

（４） 規定の整備を行う。（一部改正する条例：④） 

 

４ 施行期日 

条例公布の日 

令和６年度第１回 

八戸市子ども・子育て会議 

資料２ 


